
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆消費税の軽減税率制度への対応には準備が 

必要です！ 

  

 軽減税率制度は、全ての事業者の方に関係がありま 

す。仕入れや経費に軽減税率（8％）対象品目があれば 

仕入れを税率ごとに区分する「区分経理」を行う必要 

があります。 

 また、消費税の仕入れ税額控除の適用を受けるため 

には、原則として「区分経理」をした帳簿の保存が必 

要です。 

 

 消費税の軽減税率制度に関する問合せ先 

  消費税軽減税率電話相談センター 

（軽減コールセンター） 

  【専用ダイヤル】0570-030-222 

【受 付 時 間】9:00～17:00（土日祝除く） 

国税庁ホームページ（www.nta.go.jp） 
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◆駐車場の芝生化 
例）会社の来客用駐車場を芝生化 

・補助条件：最小規模 100㎡以上 

・補助金額：駐車場の芝生化に要する費用の 1/2以内 

・補助限度額：最大 250 万円まで 

・駐車区画等の緑化率：概ね 50％以上 

 

◆建築物の屋上緑化・壁面緑化 
  例）工場の壁面をツル性植物により緑化など 

・最小規模：100㎡以上 

・横 幅：10ｍ以上 

・補助金額：壁面緑化に要する費用の 1/2以内 

・補助限度額：最大 75万円まで 
 
 
問合せ先：県土整備部まちづくり局 

   都市政策課緑化政策班  
（℡078-362-3563） 

～駐車場の芝生化・屋上や壁面の緑化のご検討を～ 

企業県民まちなみ緑化事業 

～ビジネスマッチングをご検討の方！ご覧ください！～ 

2018 年度実績 512 社･団体  予定来場者数 約 3 万人 

企業や大学・研究機関による先端技術の紹介や新事業創出の基盤となる製品展示を中心に、基調講演、特別

講演、各種セミナーや交流会など多彩なプログラムを展開し、技術交流・ビジネスマッチングの

機会を提供します。 

日  時：令和元年９月５日（木）・６日（金） 
場  所：神戸国際展示場 

申込締切：令和元年５月７日（火） 

商工会の会員事業所は、出展料の一部助成を受けられる場合がありますので、出店をお考えの事業所は 

加東市商工会【寺本・北島】（42-0253）までご連絡ください。 

 

http://www.nta.go.jp/


 

 

社納税協会 ～消費税軽減税率制度説明会の開催～ 


